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副
総
務
就
任
ご
挨
拶

昨
年
12
月
17
日
よ
り
特
別
宗
会
が
召

集
さ
れ
20
日
の
日
に
、
新
総
長
の
指
名

に
よ
り
新
し
い
総
局
が
発
足
し
、
副
総

務
に
就
任
し
ま
し
た
。
総
務
３
人
、
副

総
務
２
人
の
体
制
で
宗
務
を
こ
な
し
て

い
ま
す
。

私
の
生
活
も
一
変
し
、
本
山
役
宅
に

住
ま
い
し
午
前
８
時
30
分
に
出
勤
、
午

後
５
時
に
宗
務
が
終
わ
る
毎
日
で
す
。

そ
の
よ
う
な
事
情
で
、
自
坊
に
帰
る
こ

と
も
少
な
く
な
り
、
教
区
内
の
皆
様
に

お
会
い
す
る
機
会
が
減
り
ま
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
出
来
る
限
り
、
教
区
内
皆

様
の
声
を
宗
会
の
場
に
伝
え
て
い
き
ま

門
徒
宗
会
議
員
就
任
ご
挨
拶

昨
年
末
12
月
に
宗
会
議
員
に
選
出
さ

れ
ま
し
た
御
調
東
組
大
通
寺
門
徒
の
助

永
一
男
で
ご
ざ
い
ま
す
。

副
総
務
に
山
下
義
円
議
員

任
期
満
了
に
伴
い
宗
会
議
員
総
選
挙
（
僧
侶
議
員
は
12
月
９
日
、
門
徒
議
員

は
同
月
12
日
）
が
備
後
教
堂
に
て
開
催
さ
れ
た
。

▲山下義円副総務

▲助永一男門徒宗会議員

す
。宗

門
は
、
宗
本
区
分
し
て
10
ヶ
月
過

ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
な
か
な
か

理
解
さ
れ
に
く
く
、
今
後
、
い
ろ
い
ろ

な
問
題
が
生
じ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。

し
か
し
、
宗
派
も
本
山
も
、
想
い
は

ひ
と
つ
、
み
教
え
の
繁
盛
で
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
の
目
的
に
向
か
い
、
精
進
し
て

ま
い
り
ま
す
。
２
月
末
よ
り
、
定
期
宗

会
も
始
ま
り
、
そ
の
様
子
は
後
日
、
ご

連
絡
致
し
ま
す
。

今
後
と
も
、
ご
協
力
、
ご
支
援
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

私
は
、
大
通
寺
の
近
く
に
て
育
ち
ま

し
た
。
日
曜
学
校
か
ら
仏
教
青
年
会
、

門
徒
総
代
、
仏
教
壮
年
会
と
縁
あ
っ
て

今
日
ま
で
来
ま
し
た
。
こ
の
ご
縁
を
大

切
に
生
か
さ
れ
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

私
の
小
さ
い
頃
は
大
通
寺
境
内
で
か

く
れ
ん
ぼ
、
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
等
々
境

内
が
一
番
の
遊
び
場
で
あ
り
ま
し
た
。

も
れ
聞
い
た
他
教
区
の
話
し
で
あ
り

ま
す
が
最
近
の
子
ど
も
は
お
寺
の
前
を

駆
足
で
通
り
抜
け
る
と
言
い
ま
す
。
理

由
は
気
持
ち
が
悪
い
、
恐
い
、
葬
式
場

だ
か
ら
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
な
ん
と

も
い
い
が
た
い
光
景
と
思
い
ま
す
。
お

寺
の
境
内
か
ら
多
く
の
子
ど
も
達
の
声

が
聞
こ
え
て
来
る
様
に
な
れ
ば
と
思
い

願
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

日
本
最
大
の
仏
教
教
団
で
あ
り
ま
す

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
中
に
あ
っ
て
、

私
は
一
地
方
代
表
の
門
徒
議
員
に
す
ぎ

ま
せ
ん
が
、
門
徒
が
一
丸
と
な
っ
て
寺

院
を
支
え
、
教
化
活
動
を
共
に
行
い
、

し
っ
か
り
と
し
た
歩
み
を
す
す
め
て
ゆ

く
事
が
宗
門
の
発
展
、
本
山
護
持
に
つ

な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
微

力
で
あ
り
ま
す
が
精
一
杯
頑
張
っ
て
ま

い
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

当
選
者

僧
侶
議
員

山
下
義
円
　
　
奥

組

浄
福
寺

門
徒
議
員

助
永
一
男

御
調
東
組

大
通
寺

▲当選証書が渡される

平
成
24
年
12
月
は
宗
会
議
員
の
任
期

満
了
の
年
に
当
た
り
、
全
国
で
宗
会
議

員
総
選
挙
が
行
わ
れ
た
。

当
備
後
教
区
で
は
、
僧
侶
議
員
・
門
徒

議
員
と
も
に
立
候
補
者
１
名
の
無
投
票

に
よ
る
選
挙
会
が
十
二
月
十
二
日
に
行

わ
れ
た
。

当
選
者
の
両
名
へ
は
即
日
、
奥
村
宏

道
第
21
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

長
よ
り
当
選
状
の
交
付
が
な
さ
れ
た
。
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２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
度
第
１
回
備
後
教
区
臨
時
教
区
会
の
議
決
を
経
た
「
御
同
朋
の
社

会
を
め
ざ
す
運
動
」
備
後
教
区
委
員
会
設
置
規
則
を
こ
こ
に
発
布
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
４
月
27
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
後
教
区
教
務
所
長

菊

池

宗

城

平
成
24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
備
後
教
区
区
令
第
１
号

「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動
」
備
後
教
区
委
員
会
設
置
規
則

（
趣
旨
）

第
１
条
「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動
」
の
実
践
に
関
す
る
宗
則
（
平
成
24
年
宗
則
第

14
号
）
及
び
「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動
」
の
実
践
に
関
す
る
宗
則
施
行
条
例
（
平
成

24
年
宗
達
第
１
号
）
に
基
づ
き
、
備
後
教
区
に
お
け
る
「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動
」

（
以
下
「
実
践
運
動
」
と
い
う
。）
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
こ
の
区
令
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
設
置
）

第
２
条

備
後
教
区
に
お
け
る
実
践
運
動
を
推
進
す
る
た
め
、「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す

運
動
」
備
後
教
区
委
員
会
（
以
下
「
教
区
委
員
会
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

（
所
掌
事
項
）

第
３
条

教
区
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

教
区
に
お
け
る
実
践
運
動
の
総
合
基
本
計
画
（
以
下
「
総
合
計
画
」
と
い
う
。）
及
び

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
計
画
（
以
下
「
推
進
計
画
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
。

二

教
区
に
お
け
る
総
合
計
画
及
び
推
進
計
画
を
実
践
し
、
そ
の
成
果
を
点
検
・
総
括
す
る

こ
と
。

三

実
践
運
動
に
関
し
て
総
局
が
決
定
し
た
事
項
を
推
進
実
施
す
る
こ
と
。

四
「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動
」
組
委
員
会
（
以
下
「
組
委
員
会
」
と
い
う
。）
そ
の

他
教
区
内
か
ら
実
践
運
動
に
関
し
て
提
起
さ
れ
た
意
見
、課
題
等
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
。

五

実
践
運
動
の
推
進
に
つ
い
て
、「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動
」
中
央
委
員
会
（
以

下
「
中
央
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
意
見
具
申
す
る
こ
と
。

六

組
委
員
会
と
の
連
絡
調
整
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
の
ほ
か
、
必
要
な
こ
と
。

（
組
織
）

第
４
条

教
区
委
員
会
は
、
委
員
46
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

委
員
は
、
教
区
内
の
宗
務
機
関
、
関
係
団
体
及
び
組
委
員
会
を
代
表
す
る
者
に
つ
い
て
、

教
務
所
長
の
進
達
に
よ
っ
て
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。

３

委
員
の
任
期
は
、
２
会
計
年
度
と
し
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
継
続
し

て
３
期
以
上
再
任
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

教
務
所
長
は
、
教
区
委
員
会
の
組
織
に
当
っ
て
は
、
実
践
運
動
の
理
念
に
基
づ
く
全
員

参
加
の
運
動
を
実
現
す
る
た
め
、
そ
の
委
員
構
成
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
委
員
長
及
び
副
委
員
長
）

第
５
条

教
区
委
員
会
に
、
委
員
長
１
人
及
び
副
委
員
長
２
人
を
置
く
。

２

委
員
長
は
、
教
務
所
長
又
は
委
員
の
互
選
し
た
者
を
も
っ
て
充
て
、
会
務
を
統
理
す
る
。

３

副
委
員
長
は
、
委
員
の
う
ち
か
ら
教
務
所
長
が
推
薦
す
る
者
及
び
委
員
の
互
選
し
た
者

に
つ
い
て
、
総
長
が
委
嘱
し
、
委
員
長
を
助
け
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
代
行
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
副
委
員
長
の
う
ち
１
人

を
委
員
長
代
行
に
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
常
任
委
員
会
）

第
６
条

教
区
委
員
会
に
、
必
要
に
よ
り
、
常
任
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

常
任
委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
、
並
び
に
委
員
の
う
ち
か
ら
教
務
所
長
が
指

名
す
る
６
人
以
上
16
人
以
内
の
常
任
委
員
で
組
織
す
る
。

３

常
任
委
員
会
は
、
教
区
委
員
会
が
委
任
し
た
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
調

査
、
審
議
す
る
。

（
招
集
）

第
７
条

教
区
委
員
会
及
び
常
任
委
員
会
は
、
教
務
所
長
が
招
集
す
る
。

（
連
区
の
実
践
運
動
）

第
８
条

教
区
委
員
会
は
、
実
践
運
動
の
推
進
に
当
り
、
同
一
連
区
内
の
教
区
委
員
会
と
相

区
令
１
号

昨
年
４
月
27
日
に
臨
時
教
区
会
の
議
決
を
経
て
区
令
第
１
号
「
御
同
朋
の
社

会
を
め
ざ
す
運
動
」
備
後
教
区
委
員
会
設
置
規
程
が
発
布
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
「
基
幹
運
動
」
の
名
称
に
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た

様
々
な
取
り
組
み
は
「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動
」（
実
践
運
動
）
の
名

称
に
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
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互
に
連
携
を
図
り
、
推
進
方
法
や
情
報
の
交
換
、
共
有
な
ど
、
常
に
協
力
し
て
運
営
す
る
も

の
と
す
る
。

（
経
費
）

第
９
条

教
区
委
員
会
の
運
営
並
び
に
実
践
運
動
推
進
に
必
要
な
経
費
は
、宗
派
の
助
成
金
、

教
区
費
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
充
て
、毎
年
度
教
区
予
算
に
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
則
）

第
10
条

こ
の
区
令
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
教
務
所
長
が
教
区
委
員
会
に
諮
っ

て
定
め
る
。

　
　
　
附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
区
令
は
、
教
区
会
の
議
決
を
得
た
日
（
平
成
24
年
４
月
26
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
従
前
の
区
令
の
廃
止
）

２

備
後
教
区
基
幹
運
動
推
進
委
員
会
設
置
規
則
（
平
成
15
年
区
令
第
１
号
。
以
下
「
旧
区

令
」
と
い
う
。）
は
、
廃
止
す
る
。

（
成
果
等
の
引
継
）

３

こ
の
区
令
施
行
の
際
現
に
廃
止
さ
れ
る
旧
区
令
に
基
づ
く
備
後
教
区
基
幹
運
動
推
進
委

員
会
の
も
と
で
協
議
し
、
又
は
推
進
中
の
事
項
及
び
そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
こ
の
区
令
に

よ
る
教
区
委
員
会
が
、
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
経
過
措
置
）

４

こ
の
区
令
施
行
の
際
現
に
「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動
」
の
実
践
に
関
す
る
宗
則

施
行
条
例
附
則
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
は
、
こ
の
区
令
に
よ
る
措
置
と
み
な

す
。

２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
度
第
２
回
備
後
教
区
臨
時
教
区
会
の
議
決
を
経
た
教
区
賦
課
基
準

等
調
整
委
員
会
設
置
規
則
を
こ
こ
に
発
布
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
11
月
１
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
後
教
区
教
務
所
長

菊

池

宗

城

平
成
24
年
備
後
教
区
区
令
第
２
号

教
区
賦
課
基
準
等
調
整
委
員
会
設
置
規
則

（
設
置
）

第
１
条

備
後
教
区
賦
課
基
準
規
則
（
平
成
17
年
区
令
第
１
号
）
に
基
づ
き
、
教
区
賦
課
基

準
等
の
適
正
調
整
を
図
る
た
め
、
教
務
所
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
教
区
賦
課
基
準
等
調
整
委

員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

（
組
織
）

第
２
条

委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
し
、
教
務
所
長
が
委
嘱
す
る
。

一

教
区
会
議
長

二

教
区
会
常
備
会
員

三

各
組
長

四

各
組
会
で
選
出
さ
れ
た
僧
侶

若
干
人

２

教
務
所
長
は
、
前
項
の
委
員
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、
学
識
経
験
者
若
干
人
を
委
員

に
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
１
項
第
４
号
及
び
前
項
に
規
定
す
る
委
員
の
任
期
は
、４
会
計
年
度
と
す
る
。
但
し
、

補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

（
委
員
長
及
び
副
委
員
長
）

第
３
条

委
員
会
に
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
各
１
人
を
置
き
、
委
員
の
う
ち
か
ら
教
務
所

長
、
教
区
会
議
長
及
び
教
区
内
組
長
の
代
表
の
合
議
に
よ
り
選
出
し
、
教
務
所
長
が
指
名
す

る
。

２

委
員
長
は
、
議
事
を
整
理
し
、
会
務
を
統
理
す
る
。

３

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
助
け
、
委
員
長
に
事
故
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
行

す
る
。

（
常
任
委
員
会
）

第
４
条

委
員
会
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
常
任
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

常
任
委
員
会
は
、委
員
会
が
委
任
し
た
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
。

（
招
集
）

備
後
教
区
に
お
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
４
年
に
一
度
、
教
区
賦
課
基
準
等
の
見

直
し
が
行
わ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
た
び
は
区
令
２
号
の
発
布
に
よ
り
体

制
も
新
た
に
教
区
の
賦
課
基
準
等
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。

 2013( 平成 25）年２月１日　　　　(5)

第
５
条
　
委
員
会
及
び
常
任
委
員
会
は
、
教
務
所
長
が
委
員
長
と
協
議
し
て
招
集
す
る
。

（
答
申
）

第
６
条
　
委
員
会
は
、
教
務
所
長
が
諮
問
し
た
教
区
賦
課
金
に
関
す
る
各
種
事
項
の
審
議
結

果
に
つ
い
て
、
教
務
所
長
に
答
申
す
る
。

２
　
前
項
の
ほ
か
、
備
後
教
区
内
の
教
化
伝
道
の
推
進
を
図
る
た
め
の
教
区
会
計
予
算
を
維

持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、４
年
ご
と
に
教
区
賦
課
基
準
の
見
直
し
に
か
か
る
答
申
を
行
う
。

但
し
、
臨
時
に
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
守
秘
義
務
）

第
７
条
　
委
員
及
び
関
係
者
は
、委
員
会
の
職
務
に
お
い
て
知
り
得
た
秘
密
に
属
す
る
事
柄
・

内
容
な
ど
に
つ
い
て
、
他
の
者
に
漏
洩
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
補
則
）

第
８
条
　
こ
の
区
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
及
び
常
任
委
員
会
の
運
営
そ
の
他
こ

の
区
令
の
施
行
に
必
要
な
事
項
は
、
教
務
所
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て
決
め
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
区
令
は
、
教
区
会
の
議
決
を
得
た
日
（
平
成
24
年
10
月
31
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
教
区
賦
課
基
準
等
調
整
委
員
会
設
置
規
程
（
平
成
14
年
区
令
第
１
号
。
以
下
「
旧
区
令
」

と
い
う
。）
は
、
廃
止
す
る
。

３
　
こ
の
区
令
施
行
の
際
現
に
廃
止
さ
れ
る
旧
区
令
に
基
づ
く
委
員
会
委
員
及
び
常
任
委
員

会
委
員
は
、
こ
の
区
令
に
よ
る
委
員
会
委
員
及
び
常
任
委
員
会
委
員
と
み
な
す
。

但
し
、
各
組
々
会
で
選
出
さ
れ
た
僧
侶
及
び
学
識
経
験
者
の
委
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
従

前
就
任
の
日
か
ら
起
算
す
る
。

４
　
こ
の
区
令
施
行
の
際
現
に
廃
止
さ
れ
る
旧
区
令
に
基
づ
く
委
員
会
の
も
と
で
協
議
さ
れ

た
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
区
令
に
よ
る
委
員
会
が
、
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
度
第
２
回
備
後
教
区
臨
時
教
区
会
の
議
決
を
経
た
諸
区
令
の
廃
止

に
関
す
る
区
令
を
こ
こ
に
発
布
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
11
月
１
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
後
教
区
教
務
所
長
　
菊
　
池
　
宗
　
城

平
成
24
年
備
後
教
区
区
令
第
３
号

諸
区
令
の
廃
止
に
関
す
る
区
令

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
備
後
教
区
組
画
編
成
等
調
整
委
員
会
設
置
規
則
（
平
成
21
年
区
令
第
２
号
）

二
　
備
後
教
区
基
幹
運
動
推
進
委
員
会
委
員
の
任
期
の
調
整
に
関
す
る
区
令
（
平
成
21
年
区

令
第
３
号
）

附
　
則

こ
の
区
令
は
、
教
区
会
の
議
決
を
得
た
日
（
平
成
24
年
10
月
31
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
度
第
２
回
備
後
教
区
臨
時
教
区
会
の
議
決
を
経
た
備
後
教
区
護
持

口
数
調
整
委
員
会
設
置
規
則
の
一
部
を
変
更
す
る
区
令
を
こ
こ
に
発
布
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
11
月
１
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
後
教
区
教
務
所
長
　
菊
　
池
　
宗
　
城

平
成
24
年
備
後
教
区
区
令
第
４
号

備
後
教
区
護
持
口
数
調
整
委
員
会
設
置
規
則
の
一
部
を
変
更
す
る
区
令

備
後
教
区
護
持
口
数
調
整
委
員
会
設
置
規
則
（
平
成
16
年
区
令
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
変
更
す
る
。

第
１
条
中
「
護
持
口
数
改
定
に
か
か
る
体
制
整
備
に
関
す
る
条
例
（
平
成
15
年
宗
達
第
30
号
）

第
３
章
の
規
定
」
を
「
教
区
護
持
口
数
調
整
委
員
会
設
置
基
準
条
例
（
平
成
18
年
宗
達
第
16

号
）
第
２
条
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
７
条
中
「
中
央
護
持
口
数
調
整
委
員
会
」
を
「
総
局
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
区
令
は
、
教
区
会
の
議
決
を
得
た
日
（
平
成
24
年
10
月
31
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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第
５
条
　
委
員
会
及
び
常
任
委
員
会
は
、
教
務
所
長
が
委
員
長
と
協
議
し
て
招
集
す
る
。

（
答
申
）

第
６
条
　
委
員
会
は
、
教
務
所
長
が
諮
問
し
た
教
区
賦
課
金
に
関
す
る
各
種
事
項
の
審
議
結

果
に
つ
い
て
、
教
務
所
長
に
答
申
す
る
。

２
　
前
項
の
ほ
か
、
備
後
教
区
内
の
教
化
伝
道
の
推
進
を
図
る
た
め
の
教
区
会
計
予
算
を
維

持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、４
年
ご
と
に
教
区
賦
課
基
準
の
見
直
し
に
か
か
る
答
申
を
行
う
。

但
し
、
臨
時
に
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
守
秘
義
務
）

第
７
条
　
委
員
及
び
関
係
者
は
、委
員
会
の
職
務
に
お
い
て
知
り
得
た
秘
密
に
属
す
る
事
柄
・

内
容
な
ど
に
つ
い
て
、
他
の
者
に
漏
洩
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
補
則
）

第
８
条
　
こ
の
区
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
及
び
常
任
委
員
会
の
運
営
そ
の
他
こ

の
区
令
の
施
行
に
必
要
な
事
項
は
、
教
務
所
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て
決
め
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
区
令
は
、
教
区
会
の
議
決
を
得
た
日
（
平
成
24
年
10
月
31
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
教
区
賦
課
基
準
等
調
整
委
員
会
設
置
規
程
（
平
成
14
年
区
令
第
１
号
。
以
下
「
旧
区
令
」

と
い
う
。）
は
、
廃
止
す
る
。

３
　
こ
の
区
令
施
行
の
際
現
に
廃
止
さ
れ
る
旧
区
令
に
基
づ
く
委
員
会
委
員
及
び
常
任
委
員

会
委
員
は
、
こ
の
区
令
に
よ
る
委
員
会
委
員
及
び
常
任
委
員
会
委
員
と
み
な
す
。

但
し
、
各
組
々
会
で
選
出
さ
れ
た
僧
侶
及
び
学
識
経
験
者
の
委
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
従

前
就
任
の
日
か
ら
起
算
す
る
。

４
　
こ
の
区
令
施
行
の
際
現
に
廃
止
さ
れ
る
旧
区
令
に
基
づ
く
委
員
会
の
も
と
で
協
議
さ
れ

た
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
区
令
に
よ
る
委
員
会
が
、
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
度
第
２
回
備
後
教
区
臨
時
教
区
会
の
議
決
を
経
た
諸
区
令
の
廃
止

に
関
す
る
区
令
を
こ
こ
に
発
布
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
11
月
１
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
後
教
区
教
務
所
長
　
菊
　
池
　
宗
　
城

平
成
24
年
備
後
教
区
区
令
第
３
号

諸
区
令
の
廃
止
に
関
す
る
区
令

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
備
後
教
区
組
画
編
成
等
調
整
委
員
会
設
置
規
則
（
平
成
21
年
区
令
第
２
号
）

二
　
備
後
教
区
基
幹
運
動
推
進
委
員
会
委
員
の
任
期
の
調
整
に
関
す
る
区
令
（
平
成
21
年
区

令
第
３
号
）

附
　
則

こ
の
区
令
は
、
教
区
会
の
議
決
を
得
た
日
（
平
成
24
年
10
月
31
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
度
第
２
回
備
後
教
区
臨
時
教
区
会
の
議
決
を
経
た
備
後
教
区
護
持

口
数
調
整
委
員
会
設
置
規
則
の
一
部
を
変
更
す
る
区
令
を
こ
こ
に
発
布
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
11
月
１
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
後
教
区
教
務
所
長
　
菊
　
池
　
宗
　
城

平
成
24
年
備
後
教
区
区
令
第
４
号

備
後
教
区
護
持
口
数
調
整
委
員
会
設
置
規
則
の
一
部
を
変
更
す
る
区
令

備
後
教
区
護
持
口
数
調
整
委
員
会
設
置
規
則
（
平
成
16
年
区
令
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
変
更
す
る
。

第
１
条
中
「
護
持
口
数
改
定
に
か
か
る
体
制
整
備
に
関
す
る
条
例
（
平
成
15
年
宗
達
第
30
号
）

第
３
章
の
規
定
」
を
「
教
区
護
持
口
数
調
整
委
員
会
設
置
基
準
条
例
（
平
成
18
年
宗
達
第
16

号
）
第
２
条
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
７
条
中
「
中
央
護
持
口
数
調
整
委
員
会
」
を
「
総
局
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
区
令
は
、
教
区
会
の
議
決
を
得
た
日
（
平
成
24
年
10
月
31
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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全
国
に
広
が
る
保
養
支
援

も
し
東
北
に
知
る
人
が
い
な
か
っ
た

な
ら
、
ま
た
一
度
も
訪
ね
た
こ
と
が
な

か
っ
た
な
ら
、
私
た
ち
に
と
っ
て
東
北

は
、
遠
い
場
所
の
ま
ま
だ
っ
た
で
し
ょ

う
。
大
震
災
後
の
４
月
か
ら
、
震
災
支

投
稿寄稿
投
稿寄稿

読
者
の

読
者
の

震
災
支
援
活
動
レ
ポ
ー
ト

～
関
わ
り
合
っ
た
思
い
出
が
明
日
の
力
に
～

援
ネ
ッ
ト
（
び
ん
ご
）
の
メ
ン
バ
ー
が

現
地
訪
問
を
開
始
。
５
月
に
は
、
三
次

組
仏
婦
連
合
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
に
よ

り
、
野
菜
・
米
な
ど
の
支
援
物
資
の
お

届
け
が
ス
タ
ー
ト
。
訪
問
を
重
ね
る
た

び
に
、
東
北
、
特
に
福
島
・
宮
城
は
身

近
な
場
所
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。「
あ

の
地
に
知
っ
た
人
が
い
る
」「
震
災
の

中
を
懸
命
に
生
き
て
い
る
」「
ぜ
ひ
と

も
応
援
し
続
け
よ
う
」。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
で
復
興
に
取
り
組
ま

れ
て
い
ま
す
が
、
と
り
わ
け
福
島
の
復

興
の
困
難
さ
は
、
大
き
な
も
の
が
あ
り

ま
す
。
原
発
事
故
に
よ
る
放
射
能
汚
染

が
美
し
い
故
郷
を
覆
い
、
生
活
の
場
を

取
り
上
げ
、
人
間
の
誇
り
を
も
奪
い
か

ね
な
い
現
状
で
す
。
今
も
16
万
人
を
超

え
る
方
々
が
、
仮
の
場
所
で
の
生
活
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
厳
し
い
生

活
ぶ
り
が
伝
わ
る
中
で
、「
少
し
の
間

で
も
、
の
び
の
び
と
心
身
を
休
め
て
ほ

し
い
」
と
、
子
ど
も
た
ち
の
保
養
を
支

援
す
る
活
動
が
全
国
的
に
広
が
り
ま
し

た
。三

次
組
で
も
、
飯
館
村
役
場
職
員
杉

岡
誠
さ
ん
（
善
仁
寺
住
職
）
の
ご
協
力

の
も
と
、
親
子
で
参
加
可
能
な
「
保
養

と
交
流
の
集
い
」
を
開
催
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
集
い
開
催
に
あ
た
り
、

教
区
災
害
対
策
委
員
会
・
教
区
仏
婦
連

盟
・
教
区
寺
婦
連
盟
よ
り
、
多
額
の
ご

支
援
と
格
別
の
ご
配
慮
を
頂
き
ま
し
た

こ
と
を
、
紙
面
を
お
借
り
し
改
め
て
お

礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
。

若
手
寺
族
会
が
中
心
と
な
り
、住
職
・

寺
婦
・
仏
婦
連
盟
・
仏
壮
連
盟
・
震
災

支
援
ネ
ッ
ト
（
び
ん
ご
）、
そ
し
て
有

志
ス
タ
ッ
フ
が
、
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
し

ま
し
た
。
小
学
生
か
ら
70
代
の
方
ま
で

25
名
を
お
迎
え
し
、
君
田
で
の
折
紙
体

験
・
夜
店
や
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
、

作
木
で
の
カ
ヌ
ー
体
験
、
三
良
坂
で
の

原
爆
死
没
者
追
悼
式
典
参
加
な
ど
、
中

身
の
濃
い
４
日
間
と
な
り
ま
し
た
。

本
気
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
む

参
加
者
の
方
か
ら
「
67
年
目
の
原
爆

死
没
者
追
悼
式
典
に
特
別
参
加
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
心
が
痛
み
ま
し
た
。
人

が
起
こ
し
た
事
故
や
人
と
人
と
の
殺
し

合
い
は
止
め
る
べ
き
だ
し
、
許
さ
れ
る

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
や
自
然
を

だ
め
に
す
る
核
は
、
廃
絶
し
て
ほ
し
い

で
す
。
三
泊
四
日
皆
さ
ん
に
は
大
変
お

世
話
に
な
り
、
と
っ
て
も
優
し
く
接
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
よ
り
お
礼
を

申
し
あ
げ
ま
す
。」
と
の
お
礼
状
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

初
め
て
だ
ら
け
で
、
す
べ
て
手
作
り

の
集
い
で
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
い
ろ
ん

な
ア
イ
デ
ア
が
集
ま
り
、
思
い
が
ぶ
つ

か
り
、
皆
が
本
気
に
な
り
ま
し
た
。
反

省
す
べ
き
点
も
多
々
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
の
本
気
が
飯
舘
の
皆
さ
ま
に
伝
わ
っ

た
の
で
あ
れ
ば
、「
保
養
と
交
流
の
集

い
」
の
第
１
回
目
は
成
功
と
い
え
る
の

で
し
ょ
う
。
そ
の
本
気
は
、
こ
れ
か
ら

も
様
々
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
て
新
た

な
出
会
い
を
生
み
、
ご
縁
と
な
っ
て
つ

な
が
り
を
育
ん
で
い
く
で
し
ょ
う
。

集
い
開
催
を
通
じ
て
、「
世
の
中
に

大
変
な
こ
と
が
起
き
た
時
こ
そ
、
お
念

仏
の
教
え
に
深
く
帰
依
し
、
平
和
な
生

活
を
願
う
世
の
人
々
の
い
の
り
に
心
を

寄
せ
て
、
お
互
い
に
助
け
合
っ
て
生
き

て
い
き
ま
し
ょ
う
」（
意
訳
）
と
い
う

御
消
息
の
お
言
葉
を
、
改
め
て
味
わ
わ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
さ
あ
第
２
回

目
に
向
け
て
・
・
。

保
養
と
交
流
の
集
い
事
務
局

　
　
　
　
　
　
福
間
玄
猷

▲平和公園にて

◀作木にてカヌー
　体験
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ウ
ィ
ン
タ
ー
ス
ク
ー
ル
ノ
ス
ヽ
メ

拙
寺（
深
津
組
慶
満
寺
）で
は
サ
マ
ー

ス
ク
ー
ル
に
先
駆
け
て
、
ウ
ィ
ン
タ
ー

ス
ク
ー
ル
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
す
で

に
開
催
さ
れ
て
い
る
組
内
の
光
円
寺
さ

ん
（
平
山
智
正
住
職
）
の
影
響
と
ご
指

導
を
受
け
、
当
初
、
餅
つ
き
大
会
と
称

し
て
い
き
な
り
始
め
た
は
良
い
が
、
ス

タ
ッ
フ
２
名
（
私
と
坊
守
）、
参
加
の

小
学
生
２
名
…
に
対
し
、
張
り
切
っ
て

用
意
し
た
餅
米
５
０
㎏
！
到
底
、
つ
き

き
れ
る
わ
け
も
な
く
、
坊
守
に
怒
ら
れ

な
が
ら
炊
飯
器
で
炊
い
て
、
来
る
日
も

来
る
日
も
、
お
こ
わ
を
食
さ
せ
て
頂
い

た
経
緯
が
ご
ざ
い
ま
す
。（
お
配
り
し

た
の
で
、
近
所
に
は
喜
ば
れ
た
。）

そ
ん
な
失
敗
も
軽
〜
く
乗
り
越
え
、

毎
年
餅
つ
き
、
焼
き
芋
、
エ
ッ
グ
・
ハ

ン
テ
ィ
ン
グ
（
宝
探
し
）
を
敢
行
！
、

ふ
と
見
渡
せ
ば
、
組
内
に
志
ひ
と
し
く

し
て
、
光
行
寺
さ
ん
（
苅
屋
淨
影
住

職
、
光
影
副
住
職
）
も
頑
張
っ
て
お
ら

れ
る
！

…
と
、い
う
わ
け
で
去
る
12
月
25
日
。

光
行
寺
ウ
ィ
ン
タ
ー
ス
ク
ー
ル
に
乱

入
。
時
間
の
都
合
上
、
わ
ず
か
滞
在
時

間
１
時
間
の
体
当
た
り
レ
ポ
ー
ト
。

吐
く
息
白
い
朝
の
冷
気
の
中
、
親
御

さ
ん
に
伴
わ
れ
て
子
ど
も
た
ち
が
や
っ

毎
年
、
夏
と
も
な
る
と
文
字
通
り
汗

だ
く
で
各
寺
院
を
廻
っ
て
、
サ
マ
ー
ス

ク
ー
ル
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
活
躍
さ
れ
て

い
る
皆
さ
ま
。
ま
た
、
ご
自
坊
・
組
内

で
の
開
催
準
備
に
大
忙
し
の
皆
さ
ま
、

ご
苦
労
さ
ま
で
す
。
そ
ん
な
中
、
筆
者

も
キ
ッ
ズ
・
サ
ン
ガ
中
央
研
修
に
参
加

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
か
の
地
で
、
改

め
て
備
後
教
区
の
キ
ッ
ズ
・
サ
ン
ガ
、

少
年
・
少
女
教
化
活
動
が
、
全
国
的
に

も
活
発
な
こ
と
を
知
り
、
思
わ
ず
ニ
ン

マ
リ
。
う
れ
し
く
思
い
つ
つ
、本
日
は
、

次
な
る
ア
イ
デ
ィ
ア
を
提
案
い
た
し
ま

す
。
（
文
責
・
教
区
報
専
門
委
員
）

て
来
る
。
境
内
に
は
、
立
派
な
欅
の
臼

が
…
。（
お
ぉ
〜
っ
と
！
こ
れ
は
レ
ア

も
ん
）
ま
ず
は
、
会
館
に
て
受
付
、
お

行
儀
よ
く
副
住
職
の
お
話
を
聞
い
て
、

お
つ
と
め
を
し
て
い
さ
さ
か
緊
張
気
味

の
子
ど
も
た
ち
。
…
と
、
こ
こ
で
早
く

も
突
撃
！
部
屋
の
温
度
も
ま
だ
低
い
の

に
。
そ
し
て
、
自
分
よ
り
も
年
若
で
あ

ろ
う
、
お
母
さ
ま
方
の
視
線
は
さ
ら
に

冷
た
い
の
に
…
や
っ
て
や
り
や
し
た

ぜ
っ
、
ひ
と
り
サ
ム
ラ
イ
・
ゲ
ー
ム
！

（
○
次
先
輩
、
ご
め
ん
な
さ
い
。）
あ
っ

け
に
と
ら
れ
、
ど
ん
引
き
の
親
御
さ
ん

と
、
興
奮
冷
め
や
ら
ぬ
子
ど
も
た
ち
を

残
し
、
副
住
職
に
ご
挨
拶
の
う
え
、
颯

爽
と（
？
）立
ち
去
っ
た
の
だ
っ
た
。（
後

は
ど
う
な
っ
た
こ
と
か
…
）

さ
て
、当
方
の
悪
ノ
リ
は
と
も
か
く
、

こ
こ
で
副
住
職
よ
り
行
事
を
終
え
て
の

報
告
記
事
が
届
い
て
お
り
ま
す
。

季
節
の
子
ど
も
会
行
事
を
始
め
て
み

た
い
寺
院
関
係
者
の
皆
さ
ま
。
ぜ
ひ
参

考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
以
下
、
光
影
氏

の
記
事
に
よ
る
…

「
ま
た
後
日
、
自
坊
に
て
も
、
多
く

の
方
々
の
お
力
添
え
を
頂
い
て
、
無

事
今
年
の
ウ
ィ
ン
タ
ー
ス
ク
ー
ル
を

開
催
出
来
ま
し
た
こ
と
、
ご
報
告
し

ま
す
」
結
論
。
い
い
ね
！
お
す
す

め
っ
ス
！
ウ
ィ
ン
タ
ー
ス
ク
ー
ル
。
報

恩
講
で
忙
し
い
時
期
と
は
思
い
ま
す
が

…
。
汗
だ
く
で
、
子
ど
も
た
ち
と
、
も

び
り
ち
ぃ
〜
て
過
ご
す
夏
。
か
じ
か
ん

だ
手
を
こ
す
り
こ
す
り
、
ほ
と
け
さ
ま

に
手
を
合
わ
せ
る
冬
。
春
夏
秋
冬
、
ナ

モ
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
。（
ち
ょ
っ
ぴ
り
バ
テ

な
が
ら
、
合
掌
）

▲深津組慶満寺にて
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点

視
前
回
は
教
区
内
の
一
部
寺
院
に
対
し
て
、
所
轄
の
税
務
署
か
ら
届
い
た
「
源
泉
徴
収
の
内
容
等
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
」
と
題

し
た
文
書
を
め
ぐ
っ
て
、
源
泉
徴
収
義
務
者
と
し
て
所
得
税
を
徴
収
し
て
国
に
納
付
す
る
と
い
う
事
務
上
、
必
要
事
項
に
触

れ
た
。
今
回
は
、
時
期
的
に
確
定
申
告
シ
ー
ズ
ン
な
の
で
「
住
職
等
で
も
確
定
申
告
は
必
要
な
の
か
」
を
テ
ー
マ
に
ま
と
め

た
。
ま
た
、
今
回
か
ら
シ
リ
ー
ズ
で
法
人
運
営
上
の
事
務
に
つ
い
て
意
識
の
管
理
運
営
の
適
正
化
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
責
・
教
区
報
専
門
委
）

連
載
「
宗
教
法
人
の
実
務
を
再
考
す
る
」
②

　
　
　
　住
職
で
も
確
定
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

　

宗
教
法
人
法
を
知
っ
て
ま
す
か
？

　
２
月
16
日
か
ら
３
月
15
日
ま
で
に

　
次
の
よ
う
な
人
は
、
そ
の
年
の
所
得

を
合
計
し
て
、
翌
年
の
２
月
16
日
か
ら

３
月
15
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
人
の
住

所
地
の
所
轄
税
務
署
に
確
定
申
告
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
①
本
年
中
の
給
与
の
収
入
金
額
が
　

２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
人
。

　
②
給
与
を
一
ヵ
所
か
ら
受
け
て
い

て
、
給
与
所
得
及
び
退
職
所
得
を
除
く

各
種
の
所
得
（
地
代
、
家
賃
、
原
稿
料

な
ど
の
所
得
）
の
合
計
額
が
20
万
円
を

超
え
る
人
。

　
③
給
与
を
二
ヵ
所
以
上
か
ら
受
け
て

い
て
、
年
末
調
整
さ
れ
な
か
っ
た
給
与

の
収
入
金
額
と
、
給
与
所
得
及
び
退
職

所
得
を
除
く
各
種
の
所
得
と
の
合
計
額

が
20
万
円
を
超
え
る
人
。

　
し
た
が
っ
て
、
住
職
等
個
人
に
原
稿

料
や
講
演
料
な
ど
の
収
入
が
あ
る
場
合

や
、
宗
教
法
人
か
ら
の
給
与
の
ほ
か
に

他
の
勤
務
先
か
ら
の
給
与
が
あ
る
と
き

な
ど
は
、
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
※
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
す

る
と
、
画
面
の
案
内
に
従
て
金
額
等
を

入
力
す
れ
ば
、
税
額
な
ど
が
自
動
計
算

さ
れ
、
所
得
税
の
申
告
書
な
ど
を
作
成

で
き
ま
す
。
作
成
し
た
申
告
書
等
は
プ

リ
ン
タ
を
使
っ
て
印
刷
し
た
「
書
面
」

に
よ
り
、
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
作
成
し
た
デ
ー
タ
は
、e

―

Tax

送
信
用
デ
ー
タ
と
し
て
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
注
　
布
教
（
説
教
）
で
頂
い
た
ご
法

礼
の
扱
い
に
つ
い
て
＝
会
所
で
源
泉
徴

収
さ
れ
、
寺
院
会
計
に
入
れ
た
場
合
は

確
定
申
告
を
す
れ
ば
源
泉
分
が
返
却
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
所
割
税

務
署
に
ご
相
談
下
さ
い
。
ま
た
ご
法
礼

を
個
人
所
得
と
し
た
場
合
、
法
人
か
ら

の
給
与
と
み
な
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　
寺
院
は
法
律
に
基
づ
い
て
運
営
を

　
我
が
国
に
は
、
現
在
、
宗
教
法
人

が
全
国
で
約
18
万
余
存
在
し
て
い
ま

す
。
ひ
と
く
ち
に
宗
教
法
人
と
い
っ
て

も
、
地
域
の
神
社
、
寺
院
、
教
会
の
よ

う
な
も
の
か
ら
全
国
的
な
組
織
を
も
つ

教
派
、
宗
派
、
教
団
の
よ
う
な
も
の
ま

で
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
し
か
し
、

宗
教
法
人
で
あ
る
限
り
は
す
べ
て
、
宗

教
法
人
法
に
基
づ
い
て
で
き
て
い
る
の

で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
宗
教
法
人

の
代
表
役
員
の
な
か
に
さ
え
、
宗
教
法

人
法
を
よ
く
知
ら
な
い
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
問
題
で
す

ね
。

　
も
う
一
度
、
宗
教
法
人
法
に
何
が
書

い
て
あ
る
の
か
、
振
り
返
っ
て
み
ま
せ

ん
か
。

　
宗
教
法
人
法
は
、
宗
教
団
体
が
、
礼

拝
の
施
設
そ
の
他
の
財
産
を
所
有
し
、

こ
れ
を
維
持
運
用
し
、
そ
の
他
そ
の
目

的
達
成
の
た
め
の
業
務
及
び
事
業
を
運

営
す
る
こ
と
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
作
ら
れ
た
法
律
で
す
。

News ＆
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し
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所
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を
徴
収
し
て
国
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と
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事
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、
必
要
事
項
に
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今
回
は
、
時
期
的
に
確
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告
シ
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ン
な
の
で
「
住
職
等
で
も
確
定
申
告
は
必
要
な
の
か
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を
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マ
に
ま
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め
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。
ま
た
、
今
回
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シ
リ
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で
法
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運
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上
の
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②
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で
も
確
定
申
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が
必
要
な
場
合
が
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り
ま
す

　

宗
教
法
人
法
を
知
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て
ま
す
か
？
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16
日
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３
月
15
日
ま
で
に

　
次
の
よ
う
な
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そ
の
年
の
所
得
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、
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の
２
月
16
日
か
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３
月
15
日
ま
で
の
間
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、
そ
の
人
の
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所
地
の
所
轄
税
務
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に
確
定
申
告
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
①
本
年
中
の
給
与
の
収
入
金
額
が
　

２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
人
。

　
②
給
与
を
一
ヵ
所
か
ら
受
け
て
い

て
、
給
与
所
得
及
び
退
職
所
得
を
除
く

各
種
の
所
得
（
地
代
、
家
賃
、
原
稿
料

な
ど
の
所
得
）
の
合
計
額
が
20
万
円
を

超
え
る
人
。

　
③
給
与
を
二
ヵ
所
以
上
か
ら
受
け
て

い
て
、
年
末
調
整
さ
れ
な
か
っ
た
給
与

の
収
入
金
額
と
、
給
与
所
得
及
び
退
職

所
得
を
除
く
各
種
の
所
得
と
の
合
計
額

が
20
万
円
を
超
え
る
人
。

　
し
た
が
っ
て
、
住
職
等
個
人
に
原
稿

料
や
講
演
料
な
ど
の
収
入
が
あ
る
場
合

や
、
宗
教
法
人
か
ら
の
給
与
の
ほ
か
に

他
の
勤
務
先
か
ら
の
給
与
が
あ
る
と
き

な
ど
は
、
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
※
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
す

る
と
、
画
面
の
案
内
に
従
て
金
額
等
を

入
力
す
れ
ば
、
税
額
な
ど
が
自
動
計
算

さ
れ
、
所
得
税
の
申
告
書
な
ど
を
作
成

で
き
ま
す
。
作
成
し
た
申
告
書
等
は
プ

リ
ン
タ
を
使
っ
て
印
刷
し
た
「
書
面
」

に
よ
り
、
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
作
成
し
た
デ
ー
タ
は
、e

―

Tax

送
信
用
デ
ー
タ
と
し
て
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
注
　
布
教
（
説
教
）
で
頂
い
た
ご
法

礼
の
扱
い
に
つ
い
て
＝
会
所
で
源
泉
徴

収
さ
れ
、
寺
院
会
計
に
入
れ
た
場
合
は

確
定
申
告
を
す
れ
ば
源
泉
分
が
返
却
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
所
割
税

務
署
に
ご
相
談
下
さ
い
。
ま
た
ご
法
礼

を
個
人
所
得
と
し
た
場
合
、
法
人
か
ら

の
給
与
と
み
な
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　
寺
院
は
法
律
に
基
づ
い
て
運
営
を

　
我
が
国
に
は
、
現
在
、
宗
教
法
人

が
全
国
で
約
18
万
余
存
在
し
て
い
ま

す
。
ひ
と
く
ち
に
宗
教
法
人
と
い
っ
て

も
、
地
域
の
神
社
、
寺
院
、
教
会
の
よ

う
な
も
の
か
ら
全
国
的
な
組
織
を
も
つ

教
派
、
宗
派
、
教
団
の
よ
う
な
も
の
ま

で
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
し
か
し
、

宗
教
法
人
で
あ
る
限
り
は
す
べ
て
、
宗

教
法
人
法
に
基
づ
い
て
で
き
て
い
る
の

で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
宗
教
法
人

の
代
表
役
員
の
な
か
に
さ
え
、
宗
教
法

人
法
を
よ
く
知
ら
な
い
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
問
題
で
す

ね
。

　
も
う
一
度
、
宗
教
法
人
法
に
何
が
書

い
て
あ
る
の
か
、
振
り
返
っ
て
み
ま
せ

ん
か
。

　
宗
教
法
人
法
は
、
宗
教
団
体
が
、
礼

拝
の
施
設
そ
の
他
の
財
産
を
所
有
し
、

こ
れ
を
維
持
運
用
し
、
そ
の
他
そ
の
目

的
達
成
の
た
め
の
業
務
及
び
事
業
を
運

営
す
る
こ
と
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
作
ら
れ
た
法
律
で
す
。

2013( 平成 25）年２月１日　　　　(9)

宗
教
法
人
法
の
理
念
及
び
特
徴
は
、

次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。１

宗
教
法
人
法
の
基
本
的
理
念

（1）
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
の
原
則
憲

法
で
保
証
さ
れ
た
信
教
の
自
由
と
政
教

分
離
の
原
則
が
尊
重
さ
れ
、
行
政
等
は

宗
教
上
の
事
項
に
つ
い
て
は
調
停
や
干

渉
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

（2）
聖
・
俗
分
離
の
原
則

宗
教
法
人
は
宗
教
的
事
項
と
世
俗
的

事
項
の
二
面
の
機
能
を
合
わ
せ
も
っ
て

い
ま
す
が
、
宗
教
法
人
法
は
宗
教
団
体

の
世
俗
的
事
項
に
関
し
て
の
み
規
定
し

て
い
ま
す
。

（3）
自
治
の
尊
重
と
自
律
性
へ
の
期
待
宗

教
活
動
の
自
由
を
最
大
限
に
保
証
す
る

た
め
、
役
員
の
資
格
・
任
免
、
必
要
な

機
関
の
設
置
、
財
産
処
分
の
方
法
等
に

つ
い
て
も
、
で
き
る
だ
け
そ
れ
ぞ
れ
の

宗
教
法
人
の
特
性
に
応
じ
た
自
主
的
、

自
律
的
運
営
に
委
ね
て
い
ま
す
。

（4）
性
善
説

宗
教
は
国
民
の
道
徳
基
盤
を
支
え
る

も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
法
人

に
は
非
違
行
為
は
な
い
と
い
う
考
え
方

か
ら
、
特
段
、
所
轄
庁
に
対
し
て
の
財

産
処
分
の
許
可
や
会
計
報
告
等
を
義
務

付
け
て
い
ま
せ
ん
。

２
宗
教
法
人
法
の
特
徴

（1）
認
証
制
度

宗
教
法
人
の
設
立
、
規
則
の
変
更
、

合
併
、
解
散
に
つ
い
て
、
そ
の
つ
ど
所

轄
庁
の
認
証
を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

（2）
責
任
役
員
制
度

宗
教
法
人
に
は
、
必
ず
３
人
以
上
の

責
任
役
員
（
う
ち
一
人
は
代
表
役
員
）

を
置
き
、
規
則
の
別
段
の
定
め
が
な
け

れ
ば
、
宗
教
法
人
の
事
務
は
責
任
役
員

の
定
数
の
過
半
数
で
決
し
、
そ
の
議
決

権
は
、
各
々
平
等
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（3）
公
告
制
度

宗
教
法
人
が
重
要
な
行
為
（
合
併
、

解
散
、
財
産
処
分
等
）
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
に
は
、
信
者
そ
の
他
の
利
害
関

係
人
に
公
告
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て

い
ま
す
。

News ＆み
ん
な
が
安
心
し
て
生
き
る
た
め
に

【
ビ
ハ
ー
ラ
】
10
月
９
日
（
火
）、
10

日
（
水
）
ビ
ハ
ー
ラ
備
後
の
担
当
で
、

第
８
回
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
第
４
連
区
集
会

が
、
か
ん
ぽ
の
郷
庄
原
（
庄
原
市
）
で

開
催
さ
れ
た
。
参
加
者
は
１
５
０
名
。

１
日
目
は
13
時
30
分
に
開
会
し
、
続

い
て
医
師
で
僧
侶
で
も
あ
る
ビ
ハ
ー
ラ

花
の
里
病
院
の
理
事
長
和
泉
唯
信
先
生

よ
り
「
高
齢
化
社
会
と
ビ
ハ
ー
ラ
活
動

に
期
待
す
る
こ
と
」
と
題
し
て
、
２
時

間
に
わ
た
る
ご
講
演
を
い
た
だ
い
た
。

夕
食
懇
親
会
で
は
「
三
次
組
仏
教
婦
人

会
コ
ー
ラ
ス
部
」
の
仏
教
讃
歌
や
「
ふ

く
や
ま
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
夢
」
の
フ
ル
ー

ト
演
奏
、
美
味
し
い
食
事
や
交
流
で
日

頃
の
疲
れ
を
癒
し
た
。

２
日
目
は
、
庄
原
市
の
老
人
ホ
ー
ム

寿
園
・
相
扶
園
の
次
長
荒
木
和
美
先
生

と
、
健
康
運
動
指
導
士
永
谷
洋
理
子
先

生
か
ら
「
初
対
面
の
方
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」・「
聞
い
て
得
す
る
介
護

予
防
の
話
」
を
聴
き
、
具
体
的
な
活
動

の
方
法
を
学
ん
だ
。
午
後
、
希
望
者
が

ビ
ハ
ー
ラ
花
の
里
病
院
を
見
学
し
、
集

会
は
終
了
し
た
。

思
い
が
け
な
い
多
数
の
ご
参
加
、
そ

の
熱
心
な
聴
講
の
姿
に
「
ビ
ハ
ー
ラ
」

へ
の
思
い
の
強
さ
と
、
ビ
ハ
ー
ラ
活
動

の
広
が
り
を
感
じ
た
２
日
間
で
あ
っ

た
。

▲和泉唯信先生

▲永谷洋理子先生
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青
少
年
教
化
へ
の
関
わ
り
を

【
仏
婦
】
12
月
４
日
仏
教
婦
人
会
連

盟
（
三
島
当
子
委
員
長
）
で
は
、
仏
婦

会
員
を
対
象
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
で

青
少
年
教
化
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の

研
修
を
行
い
、
131
名
の
会
員
が
参
加
し

た
。開

会
式
で
は
、
赤
柴
証
悟
（
沼
隈
西

組
西
明
寺
住
職
）
教
区
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ

推
進
委
員
長
か
ら
大
遠
忌
が
終
わ
っ
て

も
継
続
さ
れ
て
い
く「
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
」

の
願
い
が
伝
え
ら
れ
、
講
義
で
は
、
楠

達
也
師
（
長
崎
教
区
長
崎
組
玄
成
寺
住

職
）
に
「
よ
き
師
よ
き
友
に
逢
う
」
と

安
居
で
の
論
題
を
テ
ー
マ
に

【
広
報
伝
道
部
会
】
10
月
３
日
（
水
）

備
後
教
堂
に
て
真
宗
講
座
が
安
方
哲
爾

先
生（
大
阪
教
区
南
郡
組
正
満
寺
住
職
、

布
教
使
課
程
専
任
講
師
）
を
お
迎
え
し

開
催
さ
れ
た
。

ご
講
師
は
、
本
願
寺
に
て
行
わ
れ
る

安
居
の
論
題
を
テ
ー
マ
に
分
か
り
や
す

く
、
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
浄
土
真

宗
の
み
教
え
を
お
話
し
下
さ
っ
た
。
今

回
は
三
つ
の
論
題
の
中
で「
正
定
滅
度
」

と
い
う
内
容
。
安
居
期
間
中
に
勧
学
和

上
が
出
さ
れ
る
論
題
の
判
決
を
も
と
に

説
明
さ
れ
た
。
僧
侶
だ
け
で
な
く
、
ご

門
徒
の
方
も
多
く
ご
参
加
頂
き
、
お
互

い
に
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
く
尊
い
機
会

を
頂
い
た
。

真
宗
講
座
は
、
年
三
回
の
予
定
で
、

第
二
回
は
２
月
19
日
（
火
）
に
読
経
意

趣
（
お
経
を
読
む
意
味
）
を
テ
ー
マ
に
、

第
三
回
は
４
月
４
日
（
木
）
に
発
遣
招

還
（
二
河
譬
と
は
）
を
テ
ー
マ
に
開
催

さ
れ
ま
す
。
ど
な
た
で
も
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

総
代
の
あ
り
方
を
示
さ
れ
た

【
門
信
徒
部
会
】
教
区
門
徒
総
代
会

研
修
会
が
南
部
は
10
月
23
日
に
神
石
組

金
蔵
寺
（
杉
原
秀
晃
住
職
）
を
会
場
に
、

北
部
は
翌
日
、
御
調
西
組
順
勝
寺
（
田

坂
潤
住
職
）
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。

南
部
100
名
、
北
部
83
名
と
例
年
以
上
に

多
く
の
参
加
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
寺
院

総
代
の
あ
り
方
を
改
め
て
お
聴
聞
さ
れ

た
。講

師
は
片
江
哲
海
師
（
佐
賀
教
区
神

崎
組
西
福
寺
住
職
）。「
い
ま

た
っ
て

い
る
と
こ
ろ
」
と
題
し
、
門
徒
総
代
の

あ
り
方
と
し
て
大
切
な
の
は
、
先
頭
に

た
っ
て
お
聴
聞
す
る
こ
と
と
示
さ
れ

た
。

　
　
勧
学
寮
頭
を
講
師
に
迎
え
て

【
門
信
徒
部
会
】
11
月
15
日
午
前
10

時
か
ら
午
後
３
時
ま
で
、「
教
区
門
信

徒
の
つ
ど
い
」
が
開
か
れ
仏
婦
、仏
壮
、

寺
婦
、
門
徒
推
進
員
な
ど
各
団
体
の
役

職
者
ら
37
名
が
参
加
し
た
。

午
前
中
は
協
議
会
で
「
御
同
朋
の
社

会
を
め
ざ
す
運
動
（
実
践
運
動
）
に
つ

い
て
」
を
テ
ー
マ
に
教
区
発
行
の
『
計

画
書
』
の
説
明
を
受
け
、
理
解
を
深
め

た
。
午
後
か
ら
は
研
修
会
で
講
師
に
徳

永
道
雄
・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
勧
学
寮

頭
を
迎
え
「
今
、
お
寺
に
と
っ
て
の
課

題
は
」
―
ご
法
義
の
上
か
ら
―
と
題
し

て
お
話
を
い
た
だ
き
、
お
寺
の
現
状
認

識
を
深
め
た
。

葬
場
勤
行
と
規
範
に
つ
い
て

【
勤
式
】
10
月
26
日
教
区
勤
式
指
導

所
（
藤
田
徹
信
勤
式
指
導
員
）
で
は
、

後
期
勤
式
研
修
会
を
開
催
。
講
師
の
堤

楽
祐
師
（
勤
式
指
導
所
主
任
）
に
葬
場

勤
行
と
規
範
に
つ
い
て
２
部
構
成
で
お

話
い
た
だ
い
た
。

前
半
で
は
葬
場
の
お
勤
め
に
つ
い
て

改
め
て
拝
読
の
練
習
を
し
、
後
半
で

は
、
規
範
の
変
更
点
と
そ
の
背
景
を
学

ん
だ
。
参
加
者
は
終
日
で
51
名
。
ま
た
、

昼
休
憩
に
組
勤
式
推
進
員
の
協
議
会
を

開
催
し
、
各
組
よ
り
勤
式
推
進
状
況
が

報
告
さ
れ
た
。

題
し
て
お
話
さ
れ
た
。

講
師
の
お
寺
で
は
、
現
在
ま
で
100
年

に
わ
た
っ
て
「
ひ
か
り
子
ど
も
会
」
を

継
続
さ
れ
、
日
常
的
に
子
ど
も
た
ち
と

お
寺
の
関
係
を
築
か
れ
て
お
り
、
そ
の

体
験
か
ら
「
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、今
、

で
き
る
こ
と
か
ら
気
負
わ
ず
に
始
め
て

い
く
こ
と
が
大
切
」と
熱
く
語
ら
れ
た
。

今
後
も
仏
教
婦
人
の
青
少
年
教
化
へ
の

関
わ
り
が
大
い
に
期
待
さ
れ
て
い
る
。

▲楠達也先生

▲折り紙指導

 2013( 平成 25）年２月１日　　　　(11)

▲普賢晃壽和上

　
平
和
の
つ
ど
い
に
215
名
が
参
加

　【
同
朋
社
会
部
】
第
17
回
平
和
の
つ

ど
い
は
10
月
29
日
、
府
中
市
文
化
セ
ン

タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
。参
加
者
は
215
名
。

　
全
戦
争
犠
牲
者
の
追
悼
法
要
を
菊
池

宗
城
教
務
所
長
を
導
師
に
組
の
代
表
に

よ
っ
て
勤
め
ら
れ
た
。
講
演
は
北
海
道

教
区
上
川
南
組
天
寧
寺
の
永
江
雅
俊
住

職
で
「
全
戦
争
犠
牲
者
を
偲
ん
で
　
平

和
を
築
く
道
」
〜
子
ど
も
た
ち
に
平
和

な
未
来
を
手
渡
す
た
め
に
〜
と
題
し
て

講
演
を
行
っ
た
。
ま
た
、
詩
の
朗
読
な

ど
も
行
わ
れ
た
。

　
特
別
布
教
大
会

　【
布
教
団
】
10
月
15
日
、
府
中
市
明

浄
寺
（
立
神
義
昭
住
職
）
に
て
特
別
布

教
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
出
講
者
は
次

の
通
り
。（
敬
称
略
）

　
朝
席

　
　
佐
藤
知
水
（
中
組
光
栄
寺
）

　
　
平
山
義
文
（
深
津
組
光
榮
寺
）

　
　
水
戸
浩
文
（
三
次
組
福
泉
坊
）

　
昼
席

　
　
箱
田
義
信
（
沼
隈
南
組
西
光
寺
）

　
　
深
水
顕
真
（
三
次
組
専
正
寺
）

　
　
那
須
英
信
（
沼
隈
南
組
善
正
寺
）

▲永江雅俊先生
◀詩の朗読

　
教
堂
報
恩
講
法
要
勤
修

　
今
年
の
本
願
寺
備
後
教
堂
の
報
恩
講

で
は
、
朝
席
「
正
信
念
仏
偈
作
法
第
二

種
」、昼
席「
奉
讃
大
師
作
法
」が
勤
ま
っ

た
。
備
後
雅
楽
会
に
よ
る
奏
楽
が
添
え

ら
れ
、
昼
席
に
は
芦
田
組
、
比
婆
組
よ

り
計
６
名
が
出
勤
。
法
要
が
賑
々
し
く

勤
修
さ
れ
、
１
４
０
名
以
上
が
参
拝
さ

れ
た
。

ご
法
話
の
講
師
は
、
午
前
中
、
普
賢
晃

壽
和
上
（
前
勧
学
寮
頭
）
が
「
宗
教
と

人
生
」
と
題
し
て
お
取
次
ぎ
さ
れ
、
午

後
か
ら
は
平
山
義
隆
師
（
深
津
組
光
榮

寺
）
に
引
き
続
き
お
取
次
ぎ
い
た
だ
い

た
。

　
中
尊
と
祖
師
前
の
前
卓
に
は
五
具
足

が
用
い
ら
れ
た
が
、
注
目
す
べ
き
は
、

本
願
寺
開
明
社
「
花
新
」
様
指
導
の
も

と
有
志
の
僧
侶
に
よ
り
生
け
ら
れ
た
盛

大
な
仏
華
と
と
も
に
、
勤
式
指
導
員
手

作
り
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
た
供
物
が
お

供
え
さ
れ
た
。

　
ま
た
今
年
か
ら
「
教
区
み
ん
な
の
教

堂
報
恩
講
」
と
い
う
思
い
で
、
お
供
え

を
下
さ
っ
た
方
々
、
法
要
出
勤
者
や
雅

楽
の
ほ
か
に
、
門
徒
推
進
員
数
名
に
受

付
を
お
手
伝
い
い
た
だ
い
た
。
今
後
と

も
よ
り
広
く
、
多
く
の
人
に
お
参
り
い

た
だ
き
た
い
。

　
住
職
、
前
住
職
、
僧
侶
表
彰
　

　
住
職
在
職
30
年
表
彰
（
敬
称
略
）

　
深  

津  

組
光
蓮
寺
　
仁
科
恭
治

　
芦  

田  

組
光
明
寺
　
千
葉
善
英

　
神  

石  

組
泉
正
寺
　
柏
原
隆
祥

　
比  

婆  

組
西
楽
寺
　
定
光
大
燈

　
世  

羅  

組
真
徳
寺
　
三
浦
智
見

　
住
職
在
職
50
年
表
彰
（
敬
称
略
）

　
深  

津  

組
光
明
寺
　
藤
間
東
洋

　
沼
隈
西
組
東
蔵
坊
　
俵
　
深
海

　
沼
隈
南
組
善
行
寺
　
熊
谷
和
順

　
90
歳
僧
侶
表
彰
（
敬
称
略
）

　
沼
隈
南
組
善
正
寺
　
那
須
妙
恵

　
芦  

田  

組
妙
泉
寺
　
箱
田
美
穂
子

　
神  

石  

組
光
福
寺
　
佐
武
健
章

　
三  

次  

組
円
勝
寺
　
蔀
　
狷
子

　
三  

次  

組
浄
念
寺
　
泰
増
清
子

　
御
調
東
組
尊
光
寺
　
武
田
晃
道

　
世  

羅  

組
法
泉
坊
　
渡
邊
文
道

　
　
　
　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
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▲普賢晃壽和上

　
平
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に
215
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参
加
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同
朋
社
会
部
】
第
17
回
平
和
の
つ

ど
い
は
10
月
29
日
、
府
中
市
文
化
セ
ン

タ
ー
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催
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た
。参
加
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215
名
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追
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菊
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ら
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築
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な
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に
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と
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て
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。
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の
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。
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、
府
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明
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神
義
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に
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特
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教
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催
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。
出
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の
通
り
。（
敬
称
略
）

　
朝
席

　
　
佐
藤
知
水
（
中
組
光
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光
榮
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光
寺
）

　
　
深
水
顕
真
（
三
次
組
専
正
寺
）

　
　
那
須
英
信
（
沼
隈
南
組
善
正
寺
）

▲永江雅俊先生
◀詩の朗読

　
教
堂
報
恩
講
法
要
勤
修

　
今
年
の
本
願
寺
備
後
教
堂
の
報
恩
講

で
は
、
朝
席
「
正
信
念
仏
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に
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、
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に
は
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組
、
比
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。
法
要
が
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し
く

勤
修
さ
れ
、
１
４
０
名
以
上
が
参
拝
さ

れ
た
。

ご
法
話
の
講
師
は
、
午
前
中
、
普
賢
晃

壽
和
上
（
前
勧
学
寮
頭
）
が
「
宗
教
と

人
生
」
と
題
し
て
お
取
次
ぎ
さ
れ
、
午

後
か
ら
は
平
山
義
隆
師
（
深
津
組
光
榮

寺
）
に
引
き
続
き
お
取
次
ぎ
い
た
だ
い

た
。

　
中
尊
と
祖
師
前
の
前
卓
に
は
五
具
足

が
用
い
ら
れ
た
が
、
注
目
す
べ
き
は
、

本
願
寺
開
明
社
「
花
新
」
様
指
導
の
も

と
有
志
の
僧
侶
に
よ
り
生
け
ら
れ
た
盛

大
な
仏
華
と
と
も
に
、
勤
式
指
導
員
手

作
り
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
た
供
物
が
お

供
え
さ
れ
た
。

　
ま
た
今
年
か
ら
「
教
区
み
ん
な
の
教

堂
報
恩
講
」
と
い
う
思
い
で
、
お
供
え

を
下
さ
っ
た
方
々
、
法
要
出
勤
者
や
雅

楽
の
ほ
か
に
、
門
徒
推
進
員
数
名
に
受

付
を
お
手
伝
い
い
た
だ
い
た
。
今
後
と

も
よ
り
広
く
、
多
く
の
人
に
お
参
り
い

た
だ
き
た
い
。

　
住
職
、
前
住
職
、
僧
侶
表
彰
　

　
住
職
在
職
30
年
表
彰
（
敬
称
略
）

　
深  

津  

組
光
蓮
寺
　
仁
科
恭
治

　
芦  

田  

組
光
明
寺
　
千
葉
善
英

　
神  

石  

組
泉
正
寺
　
柏
原
隆
祥

　
比  

婆  

組
西
楽
寺
　
定
光
大
燈

　
世  

羅  

組
真
徳
寺
　
三
浦
智
見

　
住
職
在
職
50
年
表
彰
（
敬
称
略
）

　
深  

津  

組
光
明
寺
　
藤
間
東
洋

　
沼
隈
西
組
東
蔵
坊
　
俵
　
深
海

　
沼
隈
南
組
善
行
寺
　
熊
谷
和
順

　
90
歳
僧
侶
表
彰
（
敬
称
略
）

　
沼
隈
南
組
善
正
寺
　
那
須
妙
恵

　
芦  

田  

組
妙
泉
寺
　
箱
田
美
穂
子

　
神  

石  

組
光
福
寺
　
佐
武
健
章

　
三  

次  

組
円
勝
寺
　
蔀
　
狷
子

　
三  

次  

組
浄
念
寺
　
泰
増
清
子

　
御
調
東
組
尊
光
寺
　
武
田
晃
道

　
世  

羅  

組
法
泉
坊
　
渡
邊
文
道

　
　
　
　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
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(

６
～
９
月)

９
月

１
日

中
四
国
仏
壮
連
盟
連
絡
協
議
会

２
日

仏
壮
連
盟
単
位
会
研
修
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
大
田
市
）

３
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

３
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

保
育
連
盟
全
体
会

(

保
育
連
盟
全
体
会

(

６
～
９
月

保
育
連
盟
全
体
会６

～
９
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

保
育
連
盟
全
体
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

６
日
「
親
鸞
わ
が
心
の
ア
ジ
ャ
セ
」
公
演

(

「
親
鸞
わ
が
心
の
ア
ジ
ャ
セ
」
公
演

(

６
～
９
月

「
親
鸞
わ
が
心
の
ア
ジ
ャ
セ
」
公
演

６
～
９
月)

「
親
鸞
わ
が
心
の
ア
ジ
ャ
セ
」
公
演

)

　
　
　
　
　（
福
山
リ
ー
デ
ン
ロ
ー
ズ
）

７
日
　
　
　
　
　

７
日
　
　
　
　
　
勤
式
練
習
会

　
　
　
　
　
勤
式
練
習
会

　
　
　
　
　

８
日

仏
壮
連
盟
役
員
会

10
日

同
朋
社
会
部
会

11
日

教
堂
常
例
法
座

12
日

ビ
ハ
ー
ラ
実
践
学
習

　
　
　
　
　（
ビ
ハ
ー
ラ
花
の
里
病
院
）

13
日
　
　
　
　
　

日
　
　
　
　
　
IT

　
　
　
　
　
IT

　
　
　
　
　専
門
委
員
会

　
　
　
　
　専
門
委
員
会

　
　
　
　
　

17
日

東
日
本
大
震
災
現
地
学
習
会

　
　
　
並
び
に
千
鳥
が
淵
法
要
参
拝

　
　
　
　
　（
〜
18
日

東
京
・
東
北
）

20
日
　
　
　
　
　

日
　
　
　
　
　
仏
婦
連
盟
だ
よ
り
取
材

　
　
　
　
　
仏
婦
連
盟
だ
よ
り
取
材

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　（
御
調
東
組
照
善
寺
）

27
日
　
　
　
　
　
　
　

日
　
　
　
　
　
　
　

実
践
運
動
に
つ
い
て
の
公
聴
会

　
　
　
　
　
　
　

実
践
運
動
に
つ
い
て
の
公
聴
会

　
　
　
　
　
　
　

28
日

同
朋
講
座

10
月

１
日

平
和
の
つ
ど
い
実
行
委
員
会

　
　
　
　
　（
府
中
市
文
化
セ
ン
タ
ー
）

２
日
　
　
　
　
　

２
日
　
　
　
　
　
仏
婦
・
寺
婦
実
践
運
動
研
修
会

　
　
　
　
　
仏
婦
・
寺
婦
実
践
運
動
研
修
会

　
　
　
　
　

３
日

第
一
回
真
宗
講
座

４
日

常
備
会

５
日

同
朋
三
者
懇（
備
後
）

過
去
帳
又
は
こ
れ
に
類
す
る
帳
簿

の
取
り
扱
い
基
準

昭
和
六
十
一
年
八
月
四
日

総
局
告
示
第
十
七
号

改
正
（
平
成
九
年
十
二
月
二
十
日

総
局
告
示
第
三
十
六
号
）

（
平
成
二
十
年
五
月
二
十
八
日

総

局
告
示
第
十
九
号
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
基
準
は
、
寺
院
規
程

（
昭
和
二
十
七
年
宗
則
第
十
五
号
）

第
三
十
条
第
二
項
に
定
め
る
「
過
去

帳
又
は
こ
れ
に
類
す
る
帳
簿
の
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
同
朋
教
団
の
本

旨
に
反
し
な
い
よ
う
、
そ
の
取
扱
い

基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。」
の

条
項
に
従
い
、
宗
門
に
属
す
る
す
べ

て
の
寺
院
、
教
会
又
は
宗
教
団
体
に

お
い
て
備
付
け
ら
れ
て
い
る
過
去

帳
又
は
こ
れ
に
類
す
る
帳
簿
の
取

扱
い
に
つ
い
て
の
細
則
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
過
去
帳
等
）

第
二
条

過
去
帳
又
は
こ
れ
に
類
す
る

帳
簿
（
以
下
「
過
去
帳
等
」
と
い
う
。）

は
、
所
属
す
る
門
徒
そ
の
他
の
信
者
に

つ
い
て
故
人
の
法
名
そ
の
他
宗
教
上
の

記
録
を
記
載
す
る
も
の
と
し
、
同
朋
教

団
の
本
旨
に
も
と
る
よ
う
な
記
録
を
記

載
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
取
扱
い
責
任
者
）

第
三
条

過
去
帳
等
の
取
扱
い
責
任
者

は
、
宗
門
に
属
す
る
寺
院
、
教
会
又
は

宗
教
団
体
の
住
職
、
主
管
者
又
は
代
務

者
若
し
く
は
代
表
者
と
す
る
。

（
記
載
事
項
）

第
四
条

過
去
帳
等
に
記
載
す
べ
き
事

項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

限
る
。

一

法
名

二

俗
名

三

死
亡
年
月
日

四

性
別

五

年
齢

六

施
主
（
喪
主
）
と
の
続
柄

七

施
主
（
喪
主
）
の
現
住
所

（
記
載
禁
止
事
項
）

第
五
条

過
去
帳
等
に
は
、
人
類
普
遍

の
原
理
で
あ
る
平
等
原
則
に
基
づ
き
、

そ
の
門
地
、
本
籍
地
、
出
生
の
別
、
及

び
差
別
と
な
る
国
籍
・
死
因
等
に
つ
い

て
は
、
一
切
こ
れ
を
記
載
し
て
は
な
ら

な
い
。

（
閲
覧
禁
止
）

第
六
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る

取
扱
い
責
任
者
は
、
過
去
帳
を
厳
重

に
保
管
し
、
そ
の
閲
覧
を
許
し
て
は

な
ら
な
い
。

（
過
去
帳
等
の
書
き
換
え
）

第
七
条

過
去
帳
等
の
既
記
載
事

項
の
う
ち
で
、
基
本
的
人
権
を
侵
害

す
る
と
み
な
さ
れ
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
必
要

事
項
の
み
を
記
載
す
る
よ
う
全
面

的
に
書
き
換
え
を
行
う
も
の
と
す

る
。
一
部
事
項
の
抹
消
、
訂
正
な
ど

に
よ
っ
て
、
従
前
の
記
載
事
項
を
推

測
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

（
総
局
の
指
示
）

第
八
条

取
扱
い
責
任
者
は
、
過
去

帳
等
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
疑
義

が
あ
り
若
し
く
は
不
明
な
事
項
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
幹
運
動

推
進
本
部
を
通
じ
て
総
局
に
申
し

出
て
、
そ
の
指
示
に
よ
っ
て
処
理
す

る
も
の
と
す
る
。

（
必
要
措
置
）

第
九
条

総
局
は
、
過
去
帳
等
の
取

扱
い
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
、
基
幹
運
動
推
進
本
部
を
通
じ

て
寺
院
、
教
会
又
は
宗
教
団
体
の
代

表
者
に
対
し
て
必
要
な
措
置
を
行

わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ご
住
職
の
皆
さ
ま

過
去
帳
又
は
こ
れ
に
類
す
る
帳
簿

の
取
扱
い
基
準
を
再
確
認
く
だ
さ

い
！

過
去
帳
取
り
扱
い
に
つ
い
て

 



(

６
～
９
月)
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５
日

ビ
ハ
ー
ラ
連
区
集
会
準
備
会

６
日

仏
壮
連
盟
実
行
委
員
会

９
日

第
４
連
区
ビ
ハ
ー
ラ
集
会

　
　
　
　
　（
〜
10
日

三
次
・
庄
原
）

10
日
　
　
　
　
　

日
　
　
　
　
　
勤
式
練
習
会

　
　
　
　
　
勤
式
練
習
会

　
　
　
　
　

11
日

教
堂
常
例
法
座

11
日

連
区
議
長
・
所
長
協
議
会（
四
州
）

13
日

連
区
別
門
推
研
修
協
議
会

　
　
　
養
成
研
修
会（
〜
14
日

山
口
）

14
日
　
　
　
日
　
　
　
中
四
国
仏
婦
大
会（
安
芸
）

15
日

特
別
布
教
大
会（
芦
田
組
明
浄
寺
）

18
日

寺
族
女
性
勉
強
会

23
日

門
徒
総
代
会
研
修
会（
北
部
）

24
日
　
　
〃（
南
部
）

24
日

仏
婦
連
盟
常
任
委
員
会

　
　仏
婦
連
盟
常
任
委
員
会

　
　

25
日

連
区
実
践
運
動
協
議
会（
山
口
）

26
日

後
期
勤
式
研
修
会

27
日

仏
壮
30
周
年
大
会

　
　
　
　
　
　
　（
〜
28
日

ア
ル
セ
）

29
日
　
　
　
　
　
　
　

日
　
　
　
　
　
　
　

平
和
の
つ
ど
い

　
　
　
　
　
　
　

平
和
の
つ
ど
い

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　（
府
中
市
文
化
セ
ン
タ
ー
）

30
日
　
　
　
　
　

日
　
　
　
　
　
臨
時
教
区
会

　
　
　
　
　
臨
時
教
区
会

　
　
　
　
　

11
月

７
日

IT
専
門
委
員
会

９
日

勤
式
練
習
会

10
日

ビ
ハ
ー
ラ
思
い
出
を
語
る
会

11
日

教
堂
常
例
法
座

13
日

ビ
ハ
ー
ラ
実
践
学
習

　
　
　
　
　
　
　
　（
寿
園
・
相
扶
園
）

15
日
　
　
　
　
　
　
　
　

日
　
　
　
　
　
　
　
　

門
信
徒
の
つ
ど
い

　
　
　
　
　
　
　
　

門
信
徒
の
つ
ど
い

　
　
　
　
　
　
　
　

 

第３回真宗講座

「発
はっけんしょうかん

遣 招喚」 ~ ~
日　時　４月４日（木）　午後１時 ~４時
会　場　本願寺備後教堂
講　師　本願寺派布教使 安方哲爾先生

東日本大震災三回忌法要勤修について

本願寺備後教堂では常例法座に併せて下記の通り三回忌法要を勤修いたします。
ご参拝くださいますようお願い申し上げます。

日　時 ３月 11 日（月）午前 10時
会　場　本願寺備後教堂
講　師　山下瑞円師（本願寺派布教使）

ハンセン病現地学習会

日　時 ３月 26 日（火）
会　場　長島愛生園

第 10 回備後教区子ども大会「ウォークラリー」

少年連盟主催による「ウォークラリー」大会が下記の通り開催されます。
ご参加くださいますようお願い申し上げます。

日　時 ３月 28 日（木）午前 10時 ~３時 15分
会　場　沼隈南組　善行寺並びに鞆の浦
参加費　１，０００円（弁当含む）
対　象　小学生
　　　　１チーム 10名以内で編成してください。参加人数１チーム 10名以内で編成してください。参加人数
　　　　　が少なくても他のグループと一緒に合同チームを
　　　　　組むことも出来ます。

　　
第３回真宗講座
　　
第３回真宗講座
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22
日

本
堂
お
み
が
き

30
日

教
堂
報
恩
講

12
月

４
日

仏
婦
会
員
研
修
会

６
日

広
報
伝
道
部
会

９
日

若
婦
人
専
門
委
員
会

10
日

教
区
報
専
門
委
員
会

11
日

教
堂
常
例
法
座

12
日

憲
法
問
題
研
究
会

12
日

臨
時
教
区
会

21
日

組
長
会

１
月

11
日

教
堂
常
例
法
座

18
日

IT
専
門
委
員
会

18
日

専
門
委
員
会
合
同
会
議

21
日

布
教
団
役
員
会

22
日

門
信
徒
部
会

23
日

賦
課
基
準
全
体
会
議

28
日

民
生
委
員
・
保
護
司
の
集
い

29
日

ビ
ハ
ー
ラ
研
修
協
議
会

31
日

キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
少
年
合
同
会
議

メールアドレスが
変わりました。

メールアドレス

h2012@bingo.gr.jp
ホームページアドレス

http:/bingo.gr.jp/

《
お
詫
び
と
訂
正
》

教
区
報
146
号
の
記
事
に
左
記
の
誤
り
が
あ

り
ま
し
た
。
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
と

と
も
に
こ
こ
に
訂
正
い
た
し
ま
す
。

３
頁

少
年
連
盟
役
員
（
委
員
）
記
載
漏
れ

世
羅
組
照
明
寺

菅
治
隆

世
羅
組
浄
楽
寺

栗
原
一
乗

11
頁

勤
式
研
修
会
の
報
告
記
事
「
内
敷
」

「
内

敷
き
」↓「
打
敷
」
「
裁
縫
」↓「
裁
断
」

備
後
教
区
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動

計
画
書
の
訂
正

１
４
９
頁

副
組
長

深
津
組
「
生
駄

真
」
追
加

13
頁

実
践
目
標
リ
ス
ト
８
項
目
の
う
ち

「
環
境
問
題
」「
高
齢
社
会
」「
タ
ー
ミ
ナ
ル

ケ
ア
」
の
項
目
ペ
ー
ジ
が
欠
落
し
て
お
り
、

正
し
く
は
宗
報
７
月
号
の
64
頁
を
参
照
し
て

く
だ
さ
い
。

実
践
運
動
計
画
書
の
訂
正
と
お
詫
び
の
欄
に

追
加
で
す
、

計
画
書

91
頁
「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ

す
運
動
（
実
践
運
動
）」
推
進
僧
侶
研
修
会

報
告
書
の
記
載
に
つ
い
て

誤
　
　
参
加
者
内
訳
「
そ
の
他

住
職

（

）
名

衆
徒
（

）
名
」

正
　
　
参
加
者
内
訳
「
そ
の
他

男
性

（

）
名

女
性
（

）
名
」

備龍会結成 40周年記念事業
お寺でフェスタ！
お寺×アート×尾道。

５月 24日（金）10 時－ 17 時
　　 25 日（土）10 時－ 21 時　　 25 日（土）10 時－ 21 時
　　 26 日（日）10 時－ 16 時　　 26 日（日）10 時－ 16 時　　 26 日（日）10 時－ 16 時

尾道市

浄泉寺

何かが
　起こる
　　３日間を
　　　刮目せよ。

3日間とも最終入場は
閉館 30分前

教
区
予
報
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あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　

﹇
敬
称
略
﹈

芦  

田  

組

光
秀
寺

　
　
　
　
武
田

朋
世
（
朋
世
）

　
　
　
　
　（
平
成
24
年
９
月
15
日
付
）

世
　
　
　
　
　

世
　
　
　
　
　

  

羅

　
　
　
　
　
羅

　
　
　
　
　

  

組

　
　
　
　
　組

　
　
　
　
　

教
専
寺

　
　
　
　
越
智
田

裕
子
（
天
華
）

世
　
　
　
　

世
　
　
　
　

  

羅

　
　
　
　羅

　
　
　
　  

組

西
教
寺

　
　
　
　
廣
山

勇
（
慧
義
）

　
　
　
　
　（
平
成
24
年
11
月
24
日
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　﹇
敬
称
略
﹈

深
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

深
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
円
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
円
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
前
坊
守

平
山

徳
子

　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
月
７
日
寂
）

沼
隈
西
組

　
　
　
　
　
　
　
　

沼
隈
西
組

　
　
　
　
　
　
　
　
西
明
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
西
明
寺

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
前
住
職

赤
柴

直
良

　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
月
24
日
寂
）

世
　
　
　
　
　
　
　
　

世
　
　
　
　
　
　
　
　

羅

　
　
　
　
　
　
　
　

羅

　
　
　
　
　
　
　
　

組

　
　
　
　
　
　
　
　

組

　
　
　
　
　
　
　
　
弘
願
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
弘
願
寺

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
住

職

正
覚

正
利

　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
月
１
日
寂
）

御
調
西
組

　
　
　
　
　
　
　
　

御
調
西
組

　
　
　
　
　
　
　
　
法
泉
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
法
泉
寺

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　
　
前
住
職

小
島

照
彦

　
　照
彦

　
　

　
　
　
　
　
　
　

（
12
月
20
日
寂
）

お
悔
や
み
申
し

上
げ
ま
す

深  

津  

組

光
圓
寺

沼
隈
南
組

光
照
寺

御
調
西
組

法
泉
寺

沼
隈
西
組

西
明
寺

２
月

栗
原

一
乗

　
　
　
　
　（
世
羅
組
浄
楽
寺
）

３
月

山
下

　
　
　
　
　
山
下

　
　
　
　
　

瑞
円

（
奥
組
浄
福
寺
）

教
堂
常
例
法
座
出
講
者

　
　
　
　
　
　
　
　

２
月　
　
　
　
　
　
　
　

２
月

栗
原

　
　
　
　
　
　
　
　

栗
原

一
乗

　
　
　
　
　
　
　
　

一
乗（
敬
称
略
）

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

４
月
に
宗
会

議
員
を
退
任
さ

れ
た
不
二
川
公

勝
様
（
三
谿
組

明
覚
寺
）
よ
り

教
堂
本
堂
の
マ

イ
ク
設
備
を
寄

贈
い
た
だ
き
ま

し
た
。

こ
の
度
、
門

徒
宗
会
議
員
を

退
任
さ
れ
た
勝

村
篤
博
様
（
御

調
西
組
順
勝

寺
）
よ
り
焼
香

用
香
炉
を
３
個

寄
贈
い
た
だ
き

ま
し
た
。

２
月

１
日

同
朋
三
者
懇

１
日

寺
族
女
性
勉
強
会

６
日

寺
族
婦
人
会
三
役
会

７
日

僧
侶
研
修
会

11
日

教
堂
常
例
法
座

13
日

勤
式
練
習
会

13
日

矯
正
教
化
管
区
支
部
研
修
会

　
　
　
　
　
　（
〜
14
日

山
口
）

18
日
　
　
　
　
　
　

日
　
　
　
　
　
　

参
与
会
幹
事
会
・
総
会
・
聞
法
会

　
　
　
　
　
　

参
与
会
幹
事
会
・
総
会
・
聞
法
会

　
　
　
　
　
　

19
日

第
二
回
真
宗
講
座

20
日

常
備
会

22
日

広
島
同
宗
連
30
周
年
大
会

24
日

仏
婦
連
盟
ほ
ほ
え
み
講
座

27
日

布
教
団
部
門
別
実
践
運
動
研
修

　
　
　
　
・
臨
時
総
会

28
日
　
　
　
　

日
　
　
　
　連
区
教
化
連
絡
協
議
会

　
　
　
　連
区
教
化
連
絡
協
議
会

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　（
〜
１
日

備
後
）

３
月

５
日

実
践
運
動
教
区
委
員
会

９
日

仏
壮
連
盟
役
員
会

11
日

教
堂
常
例
法
座

　
　
　
　
　

教
区
予
報

12
日

定
期
教
区
会

12
日

勤
式
練
習
会

25
日

組
長
会

26
日

ハ
ン
セ
ン
病
現
地
学
習
会

28
日

少
年
連
盟
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー

　
　
　
　
　
　（
沼
隈
南
組
善
行
寺
）

三
次
組

西
善
坊

　
　
　
前
坊
守

世
良

實
枝

　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
月
20
日
寂
）

三
　
　
　
　
　
　
　
　

三
　
　
　
　
　
　
　
　

  

次

　
　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
　

  

組

　
　
　
　
　
　
　
　

組

　
　
　
　
　
　
　
　
大
願
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
大
願
寺

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
坊

守

還
来
地
タ
ダ
コ

　
　
　
　
　
　
　
　（
１
月
21
日
寂
）

　■　■教堂改修工事のお知らせ

　３月末まで、教堂旧館の改修　３月末まで、教堂旧館の改修
　工事を行っています。　工事を行っています。
　ご迷惑をおかけしますが、ご　ご迷惑をおかけしますが、ご
　協力の程よろしくお願い申し　協力の程よろしくお願い申し
　上げます。　上げます。
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教

教

教
区
で
は
去
る
10
月
27
日
、
福
山
市

ア
ル
セ
に
於
い
て
、
結
成
30
周
年
記
念

大
会
が
教
区
内
の
各
組
・
各
単
位
か
ら
、

仏
教
壮
年
会
の
メ
ン
バ
ー
約
１
９
０
名

が
集
い
、
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
。

午
後
１
時
よ
り
開
会
式
。
開
会
式
で

は
、
菊
池
宗
城
教
区
仏
教
壮
年
会
連
盟

会
長
の
挨
拶
に
続
き
、
石
井
輝
美
教
区

連
盟
理
事
長
が
挨
拶
。
橘
正
信
浄
土
真

宗
本
願
寺
派
仏
教
壮
年
会
連
盟
会
長
の

祝
辞
を
教
区
連
盟
会
長
が
代
読
し
た
。

続
い
て
三
嶋
統
吾
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

仏
教
壮
年
会
連
盟
理
事
長
、
窪
田
英
嗣

本
願
寺
角
坊
主
管
よ
り
お
言
葉
を
い
た

だ
い
た
。

結
成
30
周
年
に
あ
た
り
、
連
盟
表
彰

が
贈
ら
れ
た
。
30
年
連
盟
表
彰
は
、
備

後
教
区
仏
教
壮
年
会
連
盟
、
三
次
組
、

三
谿
組
、
世
羅
組
仏
壮
連
盟
に
贈
ら
れ

た
。
単
位
会
は
30
年
表
彰
と
し
て
の
16

の
単
位
会
に
、
20
年
表
彰
と
し
て
14
の

単
位
会
に
、
10
年
表
彰
と
し
て
４
単
位

会
に
贈
ら
れ
、
今
日
ま
で
の
活
動
に
対

し
て
表
彰
さ
れ
た
。
個
人
で
は
、
98
名

に
備
後
教
区
連
盟
会
長
よ
り
、
感
謝
状

が
贈
ら
れ
た
。

午
後
２
時
か
ら
は
、
御
調
東
組
福
善

寺
の
皆
様
に
よ
り
活
動
紹
介
と
コ
ー
ラ

ス
の
ご
披
露
を
い
た
だ
き
、
益
々
会
が

盛
り
上
が
っ
た
。

記
念
講
演
は
、「
目
覚
め
れ
ば
弥
陀

の
懐
」
と
題
し
駒
澤
勝
元
国
立
岡
山
病

院
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
医
長
＝
写
真
の

熱
の
こ
も
っ
た
お
話
を
い
た
だ
き
、
盛

会
の
う
ち
に
閉
会
し
た
。

親
鸞
聖
人
７
５
０
回
大
遠
忌
法
要
の

御
正
当
の
年
に
結
成
30
周
年
を
迎
え
る

に
あ
た
り
、
忘
れ
る
事
の
出
来
な
い
行

事
と
な
っ
た
。
実
行
委
員
会
、
委
員
の

皆
さ
ま
の
お
一
人
お
一
人
の
ご
努
力

と
、
今
ま
で
活
動
し
て
来
ら
れ
た
皆
さ

ま
の
お
力
が
30
周
年
と
い
う
形
と
な

り
、
記
念
す
べ
き
行
事
を
盛
大
に
無
事

終
了
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

近
頃
、
青
年
僧
侶
た
ち
の
活
躍
に
目

が
離
せ
な
い
。
何
と
い
っ
て
も
、
和
気

あ
い
あ
い
、
仲
良
し
な
の
が
良
い
。、

こ
の
分
だ
と
、
来
る
備
龍
会
40
周
年
も

大
成
功
に
間
違
い
な
い
。
逆
に
、
歳
を

重
ね
て
窓
際
に
追
い
や
ら
れ
な
い
か
心

配
な
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
▼
も
う
一

つ
、
昨
今
じ
わ
じ
わ
と
面
白
い
の
が
、

仏
青
だ
。
一
時
の
低
迷
は
過
去
の
事
。

担
当
者
の
努
力
の
お
か
げ
で
、
毎
回
、

新
し
い
刺
激
を
味
わ
っ
て
い
る
。
惜
し

む
ら
く
は
、
双
方
に
未
だ
関
係
が
希
薄

な
こ
と
。
備
龍
会
と
仏
青
の
コ
ラ
ボ
…

考
え
た
だ
け
で
も
、
わ
く
わ
く
す
る
で

は
な
い
か
？
▼
新
し
い
才
能
の
ぶ
つ
か

り
あ
い
、
そ
し
て
、
開
花
。
し
か
し
て
、

そ
こ
に
自
身
の
出
番
は
？
や
は
り
、
な

さ
そ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ｋ
・
Ｍ
）

▲駒沢勝先生

▲御調東組福善寺によるコーラス

▲実行委員会の皆さん

例
年
、
教
区
報
の
発
行
は
年
４
回
行
っ
て
お
り
ま

す
が
、
諸
事
情
に
よ
り
本
年
度
３
回
の
発
行
と
な

り
ま
す
こ
と
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

●
発
行
所
　
備
後
教
区
教
務
所
         〒

720-0052　
福
山
市
東
町
2‐
4‐
5　
●
発
行
人
     　

教
務
所
長
　
菊
池
宗
城
　
　
　
●
編
集
　
教
区
報
専
門
委
員
会


